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衛星 ・地域放送課長
安 東 高 徳

地域の持続的成長、その先の再生に向けて、
地域とともに伴走する総務省の取組み



全国津々浦々で
地域に密着した情報通信サービスが求められる中、

その担い手としての
ケーブルテレビ事業者の取組は重要性を増しています
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ケーブルテレビの沿革・役割

ケーブルテレビの主なサービス

1955年（昭和30年）
群馬県伊香保温泉で
誕生したケーブルテレビ

放送局

ケーブルテレビ局

［放送］
自主放送
(地域情報・
災害情報等)

［放送］

［放送］ 多チャンネル放送
(衛星放送の再放送等)

地上放送の
再放送

［通信］

［通信］

固定ブロードバンド
固定電話

移動通信サービス
(MVNO)

定点カメラによる
地域の情報の発信

MVNOへの参入
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● ケーブルテレビは、地上放送の難視聴区域の解消を目的として1955年に誕生。

● コロナ禍において、地域に密着したコロナ関連情報の伝達に重要な役割を果たし、特に、災害時においては、「三密」を
避けるための避難情報や被災情報等の国民の生命・財産の確保に直結する情報を確実に伝達することが必要。

● また、放送法上、地上放送の難視聴区域においてケーブルテレビによる再放送を義務づけられており、地上放送の普及
を補完的に担保。
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● 令和３年度末におけるケーブルテレビの普及状況について、登録に係る自主放送を行うための有線電気通信設備

（501端子以上）によりサービスを受ける加入世帯数は、約3,139万世帯、世帯普及率は約52.5％、有線電気通

信設備を用いて自主放送を行う登録一般放送事業者数及び登録に係る自主放送を行うための有線電気通信設備数

は、それぞれ464事業者、660設備。

ケーブルテレビの事業者数・普及状況

※ 最新の普及率は、令和4年1月1日現在の住民基本台帳世帯数から算出。
※ 平成22年度までは自主放送を行う旧有線テレビジョン放送法の許可施設
（旧電気通信役務利用放送法の登録を受けた設備で当該施設と同等の放送方式のものを含む。）、
平成23年度以降は登録に係る自主放送を行うための有線電気通信設備の加入世帯数、普及率の推移。

〔万世帯〕

〔普及率％〕

ケーブルテレビの加入世帯数・普及率の推移

平成

令和

:     世帯数
:     普及率



都道府県におけるケーブルテレビ（自主放送あり）の普及率 4

※令和3年度末現在。
※最新の普及率は、令和4年1月1日現在の住民基本台帳世帯数から算出。
※下記の統計値については、ＩＰマルチキャスト方式による放送に係るものを含む。

都道府県 普及率 都道府県 普及率 都道府県 普及率

岐阜県 40.7% 鳥取県 63.1% 福岡県 46.8%

静岡県 28.6% 島根県 55.6% 佐賀県 51.9%

愛知県 54.1% 岡山県 33.4% 長崎県 35.6%

三重県 72.6% 広島県 30.1% 熊本県 29.5%

滋賀県 38.4% 山口県 63.8% 大分県 70.4%

京都府 48.8% 徳島県 92.0% 宮崎県 42.7%

大阪府 86.3% 香川県 28.3% 鹿児島県 7.8%

兵庫県 73.5% 愛媛県 37.2% 沖縄県 18.9%

奈良県 49.1% 高知県 25.6%

和歌山県 38.5%

都道府県 普及率 都道府県 普及率

北海道 26.4% 埼玉県 56.5%

青森県 17.2% 千葉県 57.6%

岩手県 18.0% 東京都 78.8%

宮城県 26.9% 神奈川県 72.5%

秋田県 17.2% 新潟県 22.6%

山形県 17.1% 富山県 68.7%

福島県 4.0% 石川県 42.6%

茨城県 22.3% 福井県 74.6%

栃木県 24.0% 山梨県 81.3%

群馬県 14.1% 長野県 47.1%

全国 52.5%



ケーブルテレビ事業者の事業規模 5

ケーブルテレビ事業者の内訳

自治体・第三セクター
で約８割を占める

ケーブルテレビ事業の営業収益

※令和３年度（2021年度）末現在の
自主放送を行う登録有線一般放送事業者
のうち営利法人であるもの

4,990
億円/
275社
（※）

上位10者合計
3,403億円
（68.2％）

上位10者で
約７割を占める

その他
1,587億円
（31.8％）

100人以上

36者

（ 10.5％）

50～99人以下

51者

（ 14.9％）
49人以下

256者

（ 74.6％）

※日本ケーブルテレビ連盟により加盟事業者に対する令和３年度
（2022年3月31日時点）末の調査

ケーブルテレビ事業者の従業員数

49人以下で
約７割以上を占める

343者
（※）

※令和４年３月末
※自主放送を行う登録有線一般放送事業者
（自主放送なしの事業者は181者）



ケーブルテレビ事業者の営業収益（１０年間の推移） 6

(年度)

(億円) （R3年度）ケーブルテレビ事業：電気通信事業等

＝１：２



中国総合通信局管内のケーブルテレビ事業者 7

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 管内 全国

事業者数
（登録事業者）

5 15 19 12 13 64 657

事業者数
（うち自主放送あり）

5 14 13 9 12 53 464

世帯普及率 63.1％ 55.6％ 33.4％ 30.1％ 63.8％ 42.1％ 52.5%

令和４年３月末現在

倉吉市

境港市

岩美町

八頭町

若桜町

智頭町

湯梨浜町

三朝町

北栄町

琴浦町

南部町

日吉津村

大山町

日南町

日野町

江府町

伯耆町

鳥取市
米子市

岡山市

倉敷市

津山市

玉野市

笠岡市

井原市

総社市

高梁市

新見市

備前市

赤磐市

和気町

瀬戸内市

早島町

浅口市

里庄町

矢掛町

吉備中央町

勝央町

奈義町

西粟倉村

久米南町

山口市

宇部市

萩市

周南市

下松市

岩国市

山陽小野田市

光市
柳井市

周防大島町

和木町

上関町

田布施町

平生町

阿武町

松江市

大田市

益田市

安来市

江津市

雲南市

飯南町

津和野町

吉賀町

安芸太田町

廿日市市

大竹市

安芸高田市

東広島市

呉市

熊野町
海田町

坂町

江田島市

府中町

庄原市

世羅町

三次市

大崎上島町

府中市

福山市

竹原市

尾道市広島市

防府市

隠岐の島町

神辺町

旧吉永町

旧鏡野町

出雲市

（旧）三隅町

浜田市

旧川上村

旧旭村

旧福栄村

旧むつみ村

下関市

萩市

旧豊北町

旧豊田町

美祢市

旧美東町

旧秋芳町

神石高原町

三原市

大崎下島

豊島

旧熊毛町

新市町

旧上下町

旧久井町

旧本郷町

旧大和町

旧黒瀬町

旧安浦町

旧川尻町

旧平田市

旧真備町

山口ケーブルビジョン(株)

美祢市

長門市

萩市

(株)メディアリンク

(株)シティケーブル周南

Ｋビジョン(株)

(株)周防ケーブルネット

(株)アイ・キャン

浜田市

石見ケーブルビジョン(株)

萩テレビ(株)

邑南町

海士町
西ノ島町

石見銀山テレビ放送(株)

美郷町

川本町

出雲ケーブルビジョン(株)

ひらたＣＡＴＶ(株)

山陰ケーブルビジョン(株)

奥出雲町

(株)ちゅピＣＯＭ

(株)東広島ケーブルメディア

呉市

(株)たけはらケーブルネットワーク

三原市

三原テレビ放送(株)

(株)ちゅピＣＯＭおのみち

笠岡放送(株)

雲南市・飯南町事務組合

矢掛放送(株)

玉島テレビ放送(株)

(株)倉敷ケーブルテレビ

井原放送(株)

岡山ネットワーク(株)

美咲町

(株)ケーブルジョイ

(株)三次ケーブルビジョン

(株)中海テレビ放送

伯耆町
鳥取中央有線放送(株)

(株)鳥取テレトピア

日本海ケーブルネットワーク(株)

美作市

鏡野町

真庭市

(株)吉備ケーブルテレビ

鹿足郡事務組合

(株)ケーブルネット下関(J-COM下関)

新庄村

日生有線テレビ(株)

(株)テレビ津山

(株)全関西ケーブルテレビジョン(近畿局所管)



中国地方におけるケーブルテレビの普及状況 8
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平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

合計 普及率

世帯

● 令和４年３月末におけるケーブルテレビの普及状況について、登録に係る自主放送を行うための有線電気通信設備
（チャンネルリースを除く）によりサービスを受ける加入世帯数は約142万世帯、世帯普及率は約42.1％。

41.5% 41.5% 41.8% 41.9%
42.1%

1,422,2441,418,9751,407,771

1,391,6521,377,356

※普及率は、各年度年1月1日現在の住民基本台帳世帯数から算出。
※上記の統計値については、ＩＰマルチキャスト方式による放送に係るものを含む。



今、ケーブルテレビに期待されることが

増えています
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10ケーブルテレビ事業者による災害情報の提供

⚫ ケーブルテレビ事業者の地域密着性という特性を活かし、災害発生時に自主制作番組により地域住
民の生命に直結する被災情報等を発信するとともに、コミュニティチャンネルでのデータ放送による防災
情報や河川情報カメラによる河川の映像情報を提供。

「テレビやつしろ㈱」（熊本県） 、「上越ケーブルビジョン㈱」（新潟県）、「㈱ケーブルワン」（佐賀県）より

コミュニティチャンネルのデータ放送による防災チャンネル

山積みとなった瓦礫の様子（令和2年7月豪雨）
R2.8.3

氾濫する球磨川の様子（令和2年7月豪雨）
R2.7.17

自治体の仮設事務所の情報（令和2年7月豪雨）
R2.7.17

10



建物まで

建物内

部屋
（壁面端子）

衛星放送の電波

（２）ケーブルテレビ
事業者により再放送している

番組数が異なる

（３）光通信回線
事業者により再放送している

番組数が異なる

・部屋（壁面端子）まで届く番組数は、
建物内の設備（建築時期等）によっても異なる。

・視聴方法によって、汎用受信機だけ
で受信できる場合と補助機器を追加
して受信する場合がある。

戸建 集合住宅

・補助機器をモニタに接続して視聴
（ケーブルテレビ用STB,アップコンバーターなど）

・汎用受信機を壁面端子に接続して
視聴（テレビ・レコーダー等）

（１）直接受信
アンテナの種類により

（右旋専用・右左旋対応）
受信できる番組数が異なる

● 新４Ｋ８Ｋ衛星放送は、パラボラアンテナによる直接受信のほか、ケーブルテレビや光通信回線経由
による視聴も可能。

● 選択した視聴方法の条件や建物内の受信設備の状況によって視聴できる放送番組数が異なる場合
がある。

・直接受信（パラボラアンテナ）、ケーブルテレビ、光通信回線の３種類の方法の中から選択して、導
入・伝送している（複数の場合もある）。

ケーブルテレビによる新４Ｋ８Ｋ衛星放送の受信 11



衛星４K放送の拡充（ＢＳ放送の右旋帯域における事業者の公募・認定）

今後のスケジュール

◎ 令和５年３月22日～５月31日 認定申請公募
◎ 令和５年夏頃 電波監理審議会への諮問・答申を経て衛星基幹放送事業者を認定

12

新４Ｋ８Ｋ衛星放送における放送番組（18番組） BS右旋における空き帯域の活用

●ＮＨＫのＢＳ１波削減（令和6年度末）後の空き帯域やその他既に生じている空き帯域を活用し、Ｂ
Ｓ放送の右旋帯域において４Ｋ放送を実施する衛星基幹放送事業者（３チャンネル分）の公募・認定
を行う。



ケーブルテレビ事業者による４Ｋ番組の制作・放送 13

● 新４Ｋ８Ｋ衛星放送の開始に先立ち、平成27年から、全国のケーブルテレビ事業者

（令和５年４月１日時点81社）が、全国統一編成の「ケーブル４Ｋ」を提供。

● ４Ｋによる高精細な映像により、地域の魅力を全国に発信。



○ 地上テレビジョンの放送ネットワークインフラにおける受信の形態は、放送波の送信を行う基幹放送局から直接受信するもの、
直接受信した放送を再放送するネットワーク（ケーブルテレビ施設、共聴施設）から受信するものがある。

○ コスト負担軽減の観点から、ブロードバンド等による代替可能性を検討する代替元のネットワークとしては、

ミニサテライト局及び共聴施設のほか、必要に応じて一部の小規模中継局（以下「ミニサテ局等」という。）が主に想定される。

親局 ミニサテライト局 共聴施設

全国局数 約200局 約1,400局 約7,300局 約3,300局

約15,000施設※２

（NHK共聴＋自主共聴）

約90施設※３

（自治体ケーブル）

うち、NHK分
（総合＋教育）

45局 472局 2,699局 1,183局 約5,300施設
（NHK共聴）

代替元として検討対象となる放送ネットワークインフラの範囲

検討対象となる主な範囲

中継
光ファイバ等

小規模中継局

※２ 有線電気通信法に基づく届出数から推定。
※３ 地域情報通信基盤整備推進交付金（ICT交付金）を活用して地デジ難視聴対策を実施した自治体運営のもの。

大中規模中継局
（プラン局）

中継 中継

【基幹放送局の分類】
○親局： 放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たす基幹放送局であつて、基幹放送用周波数使用計画の表（注：第５表）に掲げる親局（放送法施行規則第103条第１号）。
○プラン局： 親局以外の基幹放送局のうち、基幹放送用周波数使用計画の表（注：第５表）に掲げる中継局（放送法施行規則第103条第２号）。
○その他の中継局： 親局及びプラン局以外の基幹放送局（放送法施行規則第103条第３号）。「空中線電力が小さく、又はその周波数の使用状況からみてあらかじめ特定の周波数を定めておくことが適

当でない次に掲げる中継局」として、「テレビジョン放送（地上系）を行う3Ｗ以下の中継局」が規定（基幹放送用周波数使用計画第１総則４（５））。
○ミニサテライト局： 「その他の中継局」のうち、空中線電力0.05W以下のもの。（無線設備規則第十四条第二項及び別表第一号注二十一ただし書の規定に基づく総務大臣が別に告示する地上基幹放送

局の送信設備及びその技術的条件）

注 2021年10月時点（局数は、免許数でカウント）

出典： BB代替作業チーム第１回会合
（令和４年２月24日）資料を一部加工

14



代替先として考え
られるネットワーク

（１）ケーブル
テレビネットワーク

（２）ブロードバンドネットワーク

伝送方式 RF方式 ①RF方式
（アクセス系伝送路を光多重）

②IPマルチキャスト方式 ③IPユニキャスト方式

アクセス事業者の制限 あり なし

イメージ

HEをケーブルテレビNWに
直接接続

HEを対応事業者の通信
NWに直接接続

配信サーバーを対応事業
者の通信NWに直接設置
（複数の通信NWは困難）

配信サーバーを対応事業
者の通信NWに直接接続
（複数の通信NWも可）

配信サーバーをオープン
インターネット上に接続

放送・通信の扱い 放送 放送 放送 通信 通信

例
一般的なケーブル
テレビ事業者

スカパーJSAT
ぷらら

（アイキャスト）
－ NHKプラス

RF送出

ケーブル
テレビNW 通信NW 通信NW

インターネットRF送出 IPマルチキャスト配信 IPユニキャスト配信

IPユニキャスト配信

通
信
N
W

通
信
N
W

・・・

・・・

BB回線 BB回線 BB回線

代替先として検討対象となるネットワークの範囲

○ ブロードバンド等による代替可能性を検討する代替先のネットワークとしては、（１）ケーブルテレビネットワーク
及び（２）ブロードバンドネットワーク（①ＲＦ方式、②ＩＰマルチキャスト方式、③ＩＰユニキャスト方式）が想定される。

通信NW

BB回線

出典： BB代替作業チーム第１回会合
（令和４年２月24日）資料
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16「２０３０ケーブルビジョン」（（一社）日本ケーブルテレビ連盟）より抜粋



17「２０３０ケーブルビジョン」（（一社）日本ケーブルテレビ連盟）より抜粋



地域での多様化するニーズや期待に応え、
持続的な成長につなげるため、

重要なポイントの一つが「光化」です

・・・が、課題があります

18



デジタル田園都市国家構想基本方針（令和４年６月７日）

デジタルは地方の社会課題を解決するための鍵であり、新しい価値を生み出す源泉。今
こそデジタル田園都市国家構想の旗を掲げ、デジタルインフラを急速に整備し、官民双
方で地方におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を積極的に推進。

➢デジタル田園都市国家構想は「新しい資本主義」の重要な柱の一つ。地方の社会課題を
成長のエンジンへと転換し、持続可能な経済社会の実現や新たな成長を目指す。

➢構想の実現により、地方における仕事や暮らしの向上に資する新たなサービスの創出、
持続可能性の向上、Well-beingの実現等を通じて、デジタル化の恩恵を国民や事業者が
享受できる社会、いわば「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す。
これにより、東京圏への一極集中の是正を図り、地方から全国へとボトムアップの成長
を推進する。

➢国は、基本方針を通じて、構想が目指すべき中長期的な方向性を提示し、地方の取組を
支援。特に、データ連携基盤の構築など国が主導して進める環境整備に積極的に取り組
む。地方は、自らが目指す社会の姿を描き、自主的・主体的に構想の実現に向けた取
組を推進。

【基本的な考え方～「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指して～】

19
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具体的施策

整備方針

デジタル田園都市国家インフラ整備計画の全体像 （令和４年３月29日
総務省公表）

（１）光ファイバ整備

① 2027年度末までに世帯カバー率99.9％を目指す※。
更なる前倒しを追求。
※2021年末に設定した当面の目標から約３年前倒し。

② 未整備世帯約５万世帯については、光ファイバを
必要とする全地域の整備を目指す。

① ユニバーサルサービス交付金
により、不採算地域における
維持管理を支援
（電気通信事業法の改正）

② 離島等条件不利地域における
地方のニーズに即した様々な対応策を検討

➢ デジタル田園都市国家構想の実現のため、

（未整備世帯数）

1. 光ファイバ、５G、データセンター/海底ケーブル
等のインフラ整備を地方ニーズに即してスピード
感をもって推進。

2. 「地域協議会」を開催し、自治体、通信事業者、
社会実装関係者等の間で地域におけるデジタ
ル実装とインフラ整備のマッチングを推進。

3. 2030年代のインフラとなる「Beyond 5G」の
研究開発を加速。研究成果は2020年代後半
から順次、社会実装し、早期のBeyond 5Gの
運用開始を実現。

整備方針

具体的施策

（２）５Ｇ整備

① 新たな５Ｇ用周波数の割当て

② 基地局開設の責務を創設する電波法の改正

③ 補助金、税制措置による支援

④ インフラシェアリング推進

（補助金要件優遇、研究開発、基地局設置可能な施設のDB化）

① 全ての居住地で４Ｇを利用可能な状態を
実現

（４Ｇエリア外人口 2020年度末0.8万人→2023年度末０人）

② ニーズのあるほぼ全てのエリアに、
５G展開の基盤となる親局の全国展開を
実現（ニーズに即応が可能）

（５Ｇ基盤展開率 2020年度末16.5%→2023年度末98%）

③ ５Ｇ人口カバー率

【2023年度末】

全国95%※（2020年度末実績:30%台）

全市区町村に５G基地局を整備
（合計28万局）
※2021年末に設定した当面の目標から５％上積み。

【2025年度末】

全国97%
各都道府県90%程度以上（合計30万局）

【2030年度末】

全国・各都道府県99%（合計60万局）

研究開発・社会実装

（４）Beyond 5G（６Ｇ）

① 「通信インフラの超高速化と省電力化」、
「陸海空含め国土100%カバー」等を実現
する技術（光ネットワーク技術、光電融合技術、テラ

ヘルツ波技術、衛星通信、HAPS）の研究開発を
加速し、2025年以降順次、社会実装と国
際標準化を強力に推進する。

② 必須特許の10％以上を確保し、世界市場
の30％程度の確保を目指す。

計画策定の考え方

注：数値目標は４者重ね合わせにより達成する数値。
今後の周波数移行等により変更があり得る。

整備方針

具体的施策

（３）データセンター/
海底ケーブル等整備

① 日本周回ケーブル（デジタル田園都市
スーパーハイウェイ）を３年程度で完成

② 陸揚局の地方分散

10数カ所の地方拠点を５年程度で整備

ア. データセンター（総務省・経産省）

イ. 海底ケーブル

○ 総務省、経産省の補助金で地方分散
を促進（大規模データセンター最大５～７カ所
程度、日本周回ケーブル、陸揚局数カ所程度を
整備可能）

上記補助による民間
の呼び水効果も期待

新規の海底ケーブ
ル

既存の海底ケーブル

新規のDC拠点

デジタル田園都
市スーパーハイ

ウェイ

アジア・
太平洋

米
国

米国・
欧州【整備イメージ】

注：上記の他、インター
ネット接続点（IX）
の地方分散を促進

世帯カバー率
99.9%

第
１
フ
ェ
ー
ズ
基
盤
展
開

第
２
フ
ェ
ー
ズ

地
方
展
開
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全国の光ファイバ整備率

令和４年３月末
※ 住民基本台帳等に基づき、事業者情報等
から一定の仮定の下に推計したエリア内の
利用可能世帯数を総世帯数で除したもの
（小数点第三位以下を四捨五入）。

９９．７２%

都道府県別の光ファイバ整備率

光ファイバの整備状況

（未整備１６万世帯）

％

⚫ 光ファイバの整備率（世帯カバー率）は、令和４年３月末で99.72％（未整備16万世帯）まで整備され
ている。未整備世帯数は前年調査（令和３年３月末時点）と比較して、約23万世帯減少した。

⚫ 都道府県別の整備率については、離島や山間地等を多く有する地方公共団体において、一部整備
が遅れている。

2027年度末までに

99.9%を目指す

21



ケーブルテレビの光化の状況

● ケーブルテレビネットワークの光化については、幹線においては79.4％、各世帯への引き込み部分に

おいては30.8％となっている。

22

（接続世帯数） （FTTH化率）

FTTH化率の推移幹線光化率

（ケーブル延長Km） （幹線光化率）



ケーブルテレビのネットワークの光化の必要性

● ケーブルテレビの伝送方式には、旧方式のＨＦＣ方式（同軸ケーブルと光ファイバケーブルを併用）と新方式のＦＴＴＨ方式（光
ファイバケーブルのみ）が存在。

● ＨＦＣ方式は、その性質上、局所的豪雨等近年頻発している災害や停電に弱いといった弱点があるが、現状においては、加入世
帯のうち７割がHFC方式による伝送となっている。

● HFC方式をFTTH方式に切替える（光化する）ことにより、耐災害性強化が図られる。

伝送路の課題と対策

※ ＨＦＣは、「Hybrid fiber 
coaxial」の略称。

■ ケーブルテレビの伝送方式（２０２２年３月末）

接続部の接触不良
（寒暖差による伸縮やケー

ブルの張力による）

内部部品の劣化による性能低下（例：コンデンサの電気容量低下）

電気信号を同軸ケーブルで送るHFC方式は、電気信号を増幅するアンプとそれに電源を供給する

電源供給器が不可欠。しかし、豪雨災害の場合、電源供給器が水没してアンプへの電源供給が

できなくなるという問題がある。

タップでの接触不良
● HFC加入世帯約3万は全て
停波。

● FTTH加入世帯約5万は、
ケーブル断線等の影響を受けた
約250世帯を除き、放送を継
続。

令和元年台風１５号による千葉県の被災例

※ ＦＴＴＨは、「Fiber To The 
Home」の略称。

［同軸方式］
５万（０.２％）

［ＨＦＣ方式］
2,166（69.0％）

［ＦＴＴＨ方式］
967万

（30.8％）
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こうした課題に向き合う意欲ある担い手に対し、

総務省は総合通信局と連携し、

様々な支援策を講じ、

それを継続的に見直しています
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「新たな日常」の定着に向けたケーブルテレビ光化による耐災害性強化事業

事業イメージ

○ 事業主体

市町村、市町村の連携主体又は第三セクター

○ 補助対象地域
以下の①～③のいずれも満たす地域
①ケーブルテレビが地域防災計画に位置付けられている市町村
②条件不利地域
③財政力指数が0.5以下の市町村その他特に必要と認める地域

○ 補助率

⑴市町村及び市町村の連携主体（承継事業者） ：1/2

⑵第三セクター（承継事業者） ：1/3

○ 補助対象経費（下図の赤字部分）

光ファイバケーブル、 送受信設備、 アンテナ 等

※光化と同時に行う辺地共聴施設（同軸ケーブル）のケーブルテレビエリア化

に必要な伝送路設備等を含む。

光ノード

タップオフ

ヘッドエンド

アンテナ

光ケーブル化

光ケーブル
同軸ケーブル

⚫ 「新たな日常」の定着・加速に向けて、新型コロナウィルス対策と災害対策を同時に進めることが必要。災害時には、新

型コロナウィルスへの感染拡大の防止のため、在宅避難・分散避難が求められる中、在宅でも災害情報を確実に得ら

れるよう、地域の情報通信基盤であるケーブルテレビネットワークの光化による耐災害性強化が必要。

⚫ 災害時に放送により信頼できる災害情報が確実に提供されるよう、条件不利地域等に該当する地域におけるケーブル

テレビネットワークの光化等に要する費用の一部を補助する。

令和５年度当初予算 9.0億円

令和４年度第２次補正予算 11.0億円
（令和４年度当初予算 9.0億円）

（これらの者から施設の譲渡を受ける等により、ケーブルテレビの業務

提供に係る役割を継続して果たす者（承継事業者）を含む。）

光化と同時に行う辺地共聴
施設（同軸ケーブル）の
ケーブルテレビエリア化
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ケーブル光化への継続的な支援の実施と拡充 26

ケーブル光化に向けた支援策
●ケーブルテレビネットワーク光化促進事業
●ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業

●「新たな日常」の定着に向けたケーブルテレビ光化による耐災害性強化事業（現在）



辺地共聴施設の耐災害性強化に向けた取組 27



高度無線環境整備推進事業

スマートホーム

地域の拠点的地点

ア 事業主体： 直接補助事業者：自治体、第３セクター、一般社団法人等、間接補助事業者：民間事業者

イ 対象地域： 地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯）

ウ 補助対象： 伝送路設備、局舎（局舎内設備を含む。）等

エ 負担割合：

イメージ図

農業IoT

無線局
エントランス
（クロージャ等）

高速・大容量無線通信の前提となる伝送路
コワーキング
スペース

スマートモビリティ教育ＩｏＴ観光ＩｏＴ

令和５年度当初予算：42.0 億円

（自治体が整備する場合）

国
２／３

自治体
１／３

国（※）

１／２
自治体（※）

１／２

【離島】

【その他の条件不利地域】

（第３セクター・民間事業者が整備する場合）

国
１／２

３セク・民間
１／２

国
１／３

【離島】

【その他の条件不利地域】

３セク・民間
２／３

（※）財政力指数０．５以上の自治体
は国庫補助率１／３

令和4年度当初予算:36.8億円
令和4年度2次補正予算:28.4億円

•5G・IoT等の高度無線環境の実現に向けて、条件不利地域において、地方公共団体、電気通信事
業者等による、高速・大容量無線通信の前提となる伝送路設備等の整備を支援。具体的には、無
線局エントランスまでの光ファイバを整備する場合に、その整備費の一部を補助する。
•また、地方公共団体が行う離島地域の光ファイバ等の維持管理に要する経費に関して、その一部
を補助する。

※離島地域の光ファイバ等の維持管理補助は、収支赤字の1/2

通信ビル

※新規整備に加え、令和２年度からは、電気通信事業者が公設設備の譲渡を受け、(5G対応等の)高度化を伴う更新を行う場合も補助。

（公設のままの高度化や高度化しない更新は対象外）
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29ケーブルテレビネットワークの構築におけるローカル５Ｇ活用技術に関する調査研究

⚫ケーブルテレビを取り巻く環境において、「集合住宅における新４Ｋ８Ｋ衛星放送の視聴環境の整備」や「過疎地域
における共聴施設の老朽化対策」が課題。
⚫近年実用化されたローカル５Gの技術を活用し、ケーブルテレビの伝送路の一部を無線に置き換え、現在よりも
簡便かつ低廉な視聴環境整備を実現するための調査研究を実施中。

【２か年：令和３年度当初予算1.3億円、令和４年度当初予算1.3億円】

ヘッドエンド

棟内
配線

受信点設備

５G
基地局
受信機

電波

ヘッドエンド

５G
基地局

受信点設備

伝送路の一部をローカル５Gで代替

１年目：ケーブルテレビの伝送路をローカル５Gで代替するための基盤技術開発及びモデルシステム構築
２年目：モデルシステムを用いた技術検証及び技術基準の検討

✓ より簡便かつ低廉な視聴環境整備を推進。
✓ 今後の５G普及に伴い、機器の更なる低廉化が期待。

集合住宅の新4K8K衛星放送視聴環境整備 共聴施設の老朽化対策

調査研究の概要



ローカル５Ｇ等を活用した課題解決の促進

建物内や敷地内で自営の５Ｇネットワークとして活用ゼネコンが建設現場で導入

建機遠隔制御

事業主が工場へ導入

スマートファクトリ

農家が農業を高度化する

自動農場管理

自治体等が導入

河川等の監視

センサー、4K/8K

インフラ監視

河川監視

スマート工場

建機遠隔制御

農業
での活用

建設現場
での活用

工場での
活用

スマート農業

防災現場
での活用

⚫ ローカル５Gは、地域や産業の個別のニーズに応じて地域の企業や自治体等の様々な主体が、自らの建物内や敷
地内でスポット的に柔軟に構築できる５Ｇシステム。

⚫ 携帯事業者の５Ｇサービスと異なり、

・ 使用用途に応じて必要となる性能を柔軟に設定することが可能。

・ 他の場所の通信障害や災害などに対する耐性が高い。

⚫ Wi-Fiと比較して、無線局免許に基づく安定的な利用が可能。

⚫ 総務省においては、令和２年２月から無線局免許を交付するとともに、ローカル５Gを普及展開するための開発実
証を民間事業者等と連携して実施。

（令和３年度補正予算：８億円（一般）、令和４年度当初：40.0億円（利用料））
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地域デジタル基盤活用推進事業

● 「デジタル田園都市国家構想」の実現に向けて、地方公共団体等によるデジタル技術を活用した

地域課題解決の取組を加速・高度化させるため、地域の状況に応じて、①導入・運用計画の策定、

②ローカル５Ｇをはじめとする新たな通信技術を活用した地域課題解決モデルの創出（社会実証）、

③地域の通信インフラの整備等を総合的に支援。

令和４年度第２次補正予算額：２０．０億円

令和５年度当初予算：１．４億円

①計画策定支援

デ ジ タ ル技術を活用した地域課題解決

のた めの導入 ・運用計画策定、推進体

制の構築等を専門人材が支援します 。

５～６月頃 ２次公募開始（予定）

何から着手
すれば良いか
わからない…

費用対効果を
高めたい…

地域のステーク
ホルダーと連携
して、持続可能
な推進体制を
構築したい

コンサルティング

新しい通信技術（ロー カル５ G 、

W i - F i H a L o w 、W i - F i  6 E な ど）

を活用 し て 、地域課題の解決を図る

ソ リ ュ ー シ ョ ン ア イ デ アの実用化に

向けた社会実証を支援します 。

新しい ソ リ ュ ー シ ョ ン ア イ デ アの実用化

②実証事業

通信イ ン フ ラ（ ローカル５ G 、W i - F i 、

L P W Aな ど）の整備を伴う 、 デ ジタ ル

技術に よ る地域課題解決の取組を

支援し ます 。

補助率 １／２

地域の通信インフラの整備

③補助事業

5/10 公募締切

ローカル５Ｇ：地域や産業の個別のニーズに応じて、地方公共団体・企業等様々な主体が、自らの土地内で柔軟に構築できる５Ｇシステム。

Wi-Fi HaLow：次世代IoT通信システムとして活用可能な新しい種類のWi-Fi規格。（令和４年９月国内制度化）

Wi-Fi６E：新しい周波数帯域（６GHz帯）を使用する無線LAN規格。従来規格より大容量・多チャンネルの利用が可能。（令和４年９月国内制度化）

LPWA： 省電力・広カバレッジを特徴とする無線通信技術の総称。
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＜実施形態＞

請負（定額）

＜事業規模の目安＞

1,000万～8,000万円程度

【②実証事業】（予算：1 0 . 0億円程度）

ローカル５Gなどの新しい通信技術を活用して地域課題の解決を目指す、

新たなソリューションアイデアの実用化に向けた実証を行います。

＜実施主体＞

地方公共団体、企業・団体など

※２ 活用する通信技術の種類や費用対効果なども踏まえて、
提案の内容・規模を評価させていただきます。

※３ 原則として、ネットワーク機器の購入費用は対象経費外です。
新たに調達が必要な場合には、リースやサブスクリプション等で
ご対応いただくことになります。

＜対象となる通信技術＞

ローカル５Ｇ
Wi-Fi HaLow
Wi-Fi 6E など
※１ 上記以外の通信技術については個別にご相談ください。

※１

※２
※３

＜提案評価の観点例＞

■ 地域課題の解決に資するものであるか（期待される効果が明確か など）

■ 新しい通信技術の特長が活かされるソリューションであるか

（費用対効果が見合っているか、他の通信技術による実現は困難なのか など）

■ 新規性のあるソリューションであるか

■ 実装に向けた具体的かつ現実的なビジョンがあるか

■ 他地域への横展開が期待されるソリューションであるか

■ 地域の産官学金との連携が図られているか［加点評価項目］

■ スタートアップが参画し、その技術などを活用する取組であるか［加点評価項目］

など

地域デジタル基盤活用推進事業のご案内
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① 無線ネットワーク設備

② ①に接続するソリューション機器

これらと不可分な設備・機器・ソフトウェア

＜補助対象＞

＜対象＞

地方公共団体、企業・団体など

<補助率> 1/2

<補助額の目安>

100万～5,000万円程度

※1 企業・団体などが実施主体となる場合には、地方公共団体を１以上

含むコンソーシアムを形成していることが要件となります。

※２通信インフラの整備だけでなく、それを利用して課題解決のための取組

（インターネット接続サービスの提供は非該当）を実施することが

要件となります。

※３補助対象となる事業費に占める②の経費の割合は50％未満とします。

支援対象となるソリューション機器など

支援対象となるネットワーク設備＜補助対象のイメージ＞

ローカル５G
基地局

ローカル５G端末
（送受信装置）

自動運転監視室

自動運転用バス
（支援対象外）

自動運転用
制御装置

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
網

アンテナ

GPS装置

回線終端装置
（ONU）

PC・制御用
装置など

コア装置

回線終端装置
（ONU）

※３

＜提案評価の観点例＞

■ 地域課題の解決に資するものであるか（期待される効果が明確か など）

■ 効率的・効果的な整備計画であるか

（課題解決のために必要か、費用対効果が見合っているか、多用途で活用できるか など ）

■ 持続可能な運用計画であるか

■ 地域の産官学金との連携が図られているか［加点評価項目］ など

ローカル５G、Wi-Fi、
LPWAなど

カメラ・センサ

【③補助事業】（予算：最大 8 . 6億円程度）

デジタル技術を活用して地域課題の解決を目指す取組について、通信インフラなどの

整備費用を補助します。

地域デジタル基盤活用推進事業のご案内

※２

※１
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今後とも総務省は総合通信局と連携し、

視聴者・地域住民や関係者の声を聞くなど
現場に寄り添いつつ、担い手の皆様と伴走します

その際、

課題解決を通じた地域の持続可能な成長に留まらず、
その先の地域の再生（リジェネラティブ）

まで見据えることにより

それぞれの地域にとってかけがえのない大切な価値
が生み出されていくことが今後重要となると考えています
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ご清聴ありがとうございました


